送付先：建設産業対策室　深田
E-mail：shimane-kensetsu@pref.shimane.lg.jp
ＦＡＸ：0852-22-5782

外国人材の受入れについてのアンケート
島根県土木部土木総務課
　平成３０年６月１５日に閣議決定された「経済運営と改革の基本方針２０１８」において、新たな外国人材の受入れの方針が示されました。
　人材不足が深刻な建設や農業、介護など５業種を対象に平成３１年４月に新たな在留資格を設けるとのことです。
　つきましては、国における外国人材受入れの拡大方針に対し、島根県内での建設業への受入れの方向性について、業界のご意向を確認させていただくよう、下記の事項への回答をお願いいたします。（該当番号の左側の□にチェック☑してください。）
　＊上記送付先へ、メールまたはＦＡＸで８月２７日（月）までにお願いいたします。
〈所在市町村：　　　　　　　　　　　　〉
〈企　業　名：　　　　　　　　　　　　〉
【確認事項】
１．外国人材の受入れのためにはどのような課題があると思われますか。
　　（複数回答可）
　□①在留要件　　□②日本語能力　□③文化の違い　□④相談・苦情対応
　□⑤住居の確保　□⑥小中学校等での受け入れ
[bookmark: _GoBack]　□⑦その他（具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．外国人材の受入れについて、どのようなご意向をお持ちですか。
　□①積極的に受入れたい　□②条件が整えば受入れたい　□③受入れの意向はない

３．（２で「②条件が整えば受入れたい」を選択された方のみ回答ください。）
　　外国人材を受入れるための条件にはどのようなことがありますか。




４．外国人材の受入れについて、行政に求めたい支援がありますか。（複数回答可）
　□①相談窓口の設置　□②日本語習得のための研修　□③技術習得のための研修
　□④業界による技術研修費用の助成　□⑤住居等の生活支援
　□⑥その他（具体的内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．その他ご意見があればご記入ください。



　ご協力、ありがとうございました。
